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議案第９５号 

幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部

を改正する条例 

幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２７年条例第２８号）の

一部を次のように改正する。 

第７条第１項の表中「３９２，０００」を「４０５，０００」に、「４４０，０

００」を「４５５，０００」に、「４９２，０００」を「５０８，０００」に、「５

５５，０００」を「５７４，０００」に、「６３４，０００」を「６５５，０００」

に改める。 

第８条第１項の表中「２０７，４００」を「２１９，４００」に、「２２５，６

００」を「２３７，６００」に、「２６５，３００」を「２７６，３００」に、「２

９８，８００」を「３０９，８００」に、「３２１，３００」を「３３２，６００」

に改める。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の幸手市一般職の任期付職員の採用

等に関する条例（以下「改正後の条例」という。）の規定は、令和７年４月１日

から適用する。 

（給与の内払） 

２ 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の幸手市一般職の任期付職員

の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定

による給与の内払とみなす。 

令和７年１２月１７日提出 

幸手市長 木 村 純 夫 

提 案 理 由 

人事院勧告を踏まえ、一般職の任期付職員の給料月額を改定したいので、この案

を提出するものである。 

 


